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○広報やちよ有料広告掲載の取扱いに関する要綱 

平成18年３月７日訓令第７号 

改正 

平成19年３月16日訓令第７号 

平成19年５月１日訓令第14号 

平成20年２月28日訓令第４号 

平成29年４月１日訓令第33号 

広報やちよ有料広告掲載の取扱いに関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、広報やちよ有料広告掲載の取扱いについて必要な事項を定め、自主財源の確

保を図ることを目的とする。 

（掲載広告の要件） 

第２条 掲載できる広告は、次の各号いずれにも該当しないものとする。 

(１) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの 

(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に掲げ

る営業に該当するもの 

(３) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの 

(４) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れのあるもの 

(５) その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの 

（掲載の条件） 

第３条 広告の規格、掲載期間及び掲載にかかる料金（以下「掲載料金」という。）については別

表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、広報やちよに１年間を通して広告を掲載する場合の広告掲載料金は、

別表に掲げる掲載料金に基づいて算出した額から当該算出額の100分の10に相当する額を減じた

額とする。 

３ 広告の掲載の決定を受け掲載を行う者（以下「掲載者」という。）は、広告の掲載にかかる料

金を町長が指定する期日までに、一括納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると

認めるときには、この限りではない。 

４ 広告の掲載位置は、町が指定する位置とする。 

（掲載の申し込み） 
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第４条 広告の掲載を希望する者は、広報やちよ有料広告掲載申込書（様式第１号）に掲載をしよ

うとする広告の原稿を添えて、広報やちよの発行日の40日前までに、町長へ申し込まなければな

らない。 

（掲載の決定） 

第５条 町長は広告の掲載の申し込みを受けたときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を

決定し、広報やちよ有料広告掲載決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

２ 申込者に町税の滞納が確認された場合は承認しない。ただし、申込者が滞納分を完納した場合

はこの限りではない。 

３ 募集期間に募集件数を上回つた申し込みがあつたときは、次の順位で掲載者を決定する。ただ

し、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長し受け付けている場合は、受付順とする。 

(１) 地元企業など 

(２) 抽選 

（広報やちよ広告審査委員会） 

第６条 広報やちよへの広告掲載を適正に実施するため、広報やちよ広告審査委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

２ 委員会は、副町長、秘書公室長、秘書公室秘書課長、企画財政部財務課長及び産業建設部産業

振興課長で構成する。ただし、必要と認める場合は、関係課長等の出席を求めることができる。 

３ 委員会は、次の事項について審査する。 

(１) 契約に関すること。 

(２) 広告主及び広告内容に関すること。 

(３) 前２号に定めるほか、広告掲載に関し必要な事項 

４ 委員会の事務局は秘書公室秘書課に置く。 

（掲載者の責任） 

第７条 広告の内容に関する責任は、掲載者が負うものとする。 

２ 版下原稿の作成経費等は、掲載者の負担とする。 

（掲載の取り消し） 

第８条 町長は、掲載決定通知後において町の行政運営上支障があるとき、町長が指定する期日ま

でに掲載者が版下原稿を提出しなかつたとき、又は広告の掲載料金を納付しなかつたときは、広

告の掲載を取り消すことができる。 

（掲載料金の還付） 
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第９条 町長は、広告の掲載が決定した後に掲載者の責めによらない理由により、広告を掲載でき

なかつたときは、広告の掲載料金を還付するものとする。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年訓令第７号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年訓令第14号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年訓令第４号抄） 

１ この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年訓令第33号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

掲載位置 毎月１日に発行する広報やちよの下１段（表紙及び最終面を除く。） 

規格 １枠 縦45.5ｍｍ×横175ｍｍ 

１／２枠 縦45.5ｍｍ×横85ｍｍ 

掲載料金 １回 １枠 10,000円 

１回 １／２枠 5,000円 

掲載期間 １広報紙単位（募集は随時） 

原稿等の提出 申し込みは、掲載希望の発行日の40日前までとし、版下原稿や素材の提出

は、１カ月前まで。提出方法は所管の指示による。 
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